
 

（事業者用）岡崎市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書 
 

令和  年  月  日   

 （宛先）岡 崎 市 長 

（申請者）所 在 地                    

     商  号                    

 

代 表 者                （※） 
※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

※本申請書には署名欄が３か所あります。 

３か所のサインの方法を統一してください。 

電話番号                  

 

岡崎市脱炭素先行地域づくり事業費補助事業について、市費補助金の交付を申請します。 

 

１．対象設備の設置等に関する内容 

設置場所 □申請者住所   □その他（岡崎市                   ） 

※専用住宅とは専ら居住を目的に建築された住宅、併用住宅とは業務用のスペースがある住宅をいう。 

契約の締結 □未  □済 （令和  年  月  日） 
（対象設備について、原則、工事請負契約前に提出ください。ただし、国の通達の日以降（令和８年４月１日）であ

れば契約を締結することができます。） 

設置工事予定年月日  着手：令和  年  月  日  完了：令和  年  月  日 
（対象設備のうち最も早いもの）    （対象設備のうち最も遅いもの） 

事業完了予定年月日     令和  年  月  日（令和９年３月 19日まで） 

※事業完了予定年月日：「対象設備設置費に係る支払いが完了した日」、「対象設備の設置工事が完了した日」のいずれか遅い日 

※申請期限は令和９年１月末日となります。 

 

２．交付申請する対象設備 
脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付規程第３条に定める対象設備（申請する補助対象設備にチェック） 

□ ① 太陽光発電設備 

□ ② 蓄電池 

□ ③ 高効率空調機器 

※他の国費を財源とした補助事業と併用ができません。 

設置に対する補助金の交付申請第６条の規程により、下記のとおり交付申請をします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計交付申請額  ,０００円  

確認事項 
 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳の閲覧することを同意します。 
脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付規程を確認し、内容を満たしていることを誓約し、 
内容に虚偽があった場合、交付決定を取り消されることに異議を申し立てません。 
 
申請者                  ※ 
※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

〒   -     

様式第１号の１（第１条関係） 
令和８年度用 

ふりがな                          
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３．交付申請額の計算 

脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付規程第３条に定める対象設備（申請する補助対象設備に記入） 

□ ① 事業用太陽光発電設備交付申請額 ,０００ 円 

算出の基礎 補助対象経費（税抜き）（        円）× 2/3 上限 384万円 

□ ② 事業用蓄電システム交付申請額    ,０００ 円 

算出の基礎 補助対象経費（税抜き）（        円）× 2/3 上限 284万円 

□ ③ 事業者用高効率空調機器交付申請額    ,０００ 円 

算出の基礎 補助対象経費（税抜き）（        円）× 2/3 上限 200万円 

                千円未満端数切捨て 

 

４．補助対象経費 

①～③ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 （別表１－４・対象設備）

に掲げる費用 
※値引きがある場合は値引き後の経費とする。 

 
①事業者用太陽光発電設備設置計画書  

別紙（様式第１号の 13）のとおり 

②事業者用蓄電システム設置計画書 

メーカー名  

蓄電容量  

③事業者用高効率空調機器設置計画書 

メーカー名  

機器型番  
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５．申請時添付書類チェックリスト 

書類を提出する前に、必ずご確認ください。該当する項目に☑を入れてください。 

提出書類 

（共通） 

□交付申請書（様式第１号の２） 

□対象設備を設置しようとする地図 

□設置工事着手前の設置予定場所の現況が分かるカラー写真 

□市税の完納証明書（納税証明書）。課税がない者又は、納税証明書の交付を受けることが

できない者は、納税証明書不添付理由書（コピー不可。２か月以内に発行されたもの） 

□履歴事項全部証明書（法人登記が無い場合は、直近の確定申告書【第一表、第二表及び収

支内訳書（１・２面）または所得税青色申告決算書（１～４面）】決算期を一度も迎えてい

ない場合のみ、申請段階で開業していることがわかる開業届の写し（税務署受付印のあるも

の）） 

□法人所在証明書（履歴事項全部証明書等で補助対象設備を設置した所在地が確認できる

場合は省略可能） 

□その他市長が必要と認める書類 

①事業者用太陽光発

電設備 

□誓約書（事業者用太陽光発電設備）（様式第１の 12号） 

□事業者用太陽光発電設備設置計画書（様式第１の 13号） 

□補助対象設備の発電電力消費量計画書（様式第１の 14号） 

②事業者用蓄電シス

テム 

□誓約書（事業者用蓄電システム）（様式第１の 15号） 

③事業者用高効率空

調機器 

□誓約書（高効率空調機器）（様式第１の 16号） 

□高効率機器省 CO₂効果算定シート（様式第１の 18号） 

同意事項 

（共通） 

□申請者が対象設備の購入者である 

□設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。 

□補助対象の契約締結前である（※交付決定日以降に契約締結） 

□期限内に実績報告書を提出できる見込みである（※令和９年３月 19日が最終期限） 

□申請に係る現地調査について、了承する(調査時に、対象設備設置予定場所等の写真を撮

る場合がある) 

□岡崎市暴力団排除条例（平成 23年岡崎市条例第 31号）第２条第２号に規定する暴力団員

又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しな

い 

 

 

各対象設備の設置予定場所の写真の条件 

共通 □建築物全体が写っていること 

設置する建築物が施工中の場合はその状態のもの 

□機器の設置場所全て（複数枚可）（配電線等は省略可） 

※設置予定場所に変更があった場合は、実績報告書提出時に変更後の設置予定場所の写真を提出してください。 

※実績報告時に設置後の写真を提出していただきます。工事の前後関係が分かるように撮影してください。 

※交付申請時において設置予定の住宅の対象設備設置予定部分が施工されていなければ、施工中の状態又は敷地が確認できるように撮影

してください。 
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